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第1章　東日本大震災の被害状況

警戒区域
計画的避難区域
緊急時避難準備区域

帰宅困難者の滞留及び交通渋滞の状況（東京都港区)

＊ 平成23年３月12日付け東京都災害即応対策本部発表

住民の避難措置
３月11日21時 23 分には、内閣総理大臣から、福島
県知事を始めとする関係自治体首長に対して、福島第一
原子力発電所から半径３キロメートル圏内の住民の避難
及び半径３～10キロメートル圏内の住民の屋内退避を求
める避難指示が下されました。その後、避難区域は拡
大し、３月15日までに福島第一原子力発電所から半径
20キロメートル圏内の避難及び半径 20 ～30キロ
メートル圏内の屋内退避が指示されました。
4月22日には、福島第一原子力発電所の半径 20キ
ロメートル圏内が立入りの規制される警戒区域に、警戒
区域の周辺に位置する地域は計画的避難区域及び緊急
時避難準備区域にそれぞれ設定されました。
このように、福島第一及び第二原子力発電所における原子力災害により多くの住民が避難を余
儀なくされたほか、住民が避難し無人となった地域では盗難が多発するなど、様 な々問題が生
じました。さらに、放射線による汚染が広範囲に及び、放射線の影響が疑われる農産物等に出
荷制限が行われる一方、風評被害が発生するなど、我が国の社会や経済に甚大な影響が生じる
こととなりました。

首都圏では、地震を受けて公共交通機関が
運行を停止し、主要な道路も大混雑したため
に交通網が麻

ま

痺
ひ

し、多くの人々の帰宅が困難
となりました。東京都内の一時受入れ施設で
夜を明かした人は約 94,000人* にも上りまし
た。
さらに、震災発生以降、原子力発電所にお
ける事故の影響を受け全国各地の原子力発電
所が運転を停止するなどしたため、全国規模
で大規模な電力不足が生じ、一部の地域では
計画停電が実施されました。その結果、企業活動等に大きな影響が及んだほか、計画停電実
施時には多数の信号機が滅灯（信号が表示されない状態）したり、街路灯が消灯したりするなど、
国民生活全体に大きな影響が及びました。

 　３  交通網の麻痺・計画停電
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